
1

救急外来（ER）・救急科・救命救急センターのスタッフのための手引き

Ⅰ．自殺未遂患者ケアの全体の流れ

　自殺企図により医療機関へ搬送された患者は、その後も自殺の危険性が高いため、再度の自殺

企図を防ぐことが重要である。自殺未遂患者に対して救急医療、急性期医療、そして地域ケアを

通して、社会復帰に結びつけていくことが目標となる。下記に自殺企図者のケアの流れについて、

概念図として示した。本手引きの該当する部分は主に救急医療と急性期医療の部分である。

自殺未遂患者ケアの診療モデル

【危機介入（注）】
　自殺未遂患者の多くは精神医学的な問題を抱えており、自殺企図の予防を含めた心のケアを実

施する必要がある。医療機関では自殺企図者に対して、身体的・精神科的な治療を並行して行い、

また精神科医など専門医とも連携をとる体制作りが求められる。

（注）�危機介入とは、自殺の危険性を回避させるために、自殺企図発生後に①即時的、②効果的、③具体的、④
集中的、⑤短期的な対応を行い、社会復帰につなげることである。


